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国民生活センターの機能・権限の強化を求める意見書

2007年10月24日

日本弁護士連合会

独立行政法人国民生活センターの在り方が，政府部内を含む各方面で審議

されている。そこでは，行財政改革の流れのなか，独立行政法人の整理合理

化計画を前提とした議論がなされ，同センターの果たすべき重要な役割が削

減される方向にある。これは，消費者基本法や消費者基本計画と相容れない

，内容である。当連合会は，消費者行政機構全体の問題としてこれを位置づけ

消費者庁を設立して国民生活センターの機能を組み入れることを視野にいれ

，つつ，当面は国民生活センターの機能，権限を充実させるべきであると考え

その実現を求めるものである。

第１ 意見の趣旨

国民生活センターは，消費者の正当な権利の確立のためになくてはな

らない重要な機構である。同センターには，消費生活の情報を収集し，

消費者等に発信するとともに，消費政策の立案や，被害の抑止・救済に

より一層の貢献が求められている。しかしながら，その現状としては，

果たすべき役割を十分に果たしてきたと評価することはできない。

そこで，次の６点を含む抜本的な改革により，その役割を果たし得る

体制の確立を急ぐべきである。

① 全国消費生活相談情報ネットワークシステム（以下「ＰＩＯ－ＮＥ

Ｔ」という ）は消費者被害の防止・救済に活用すべき国民の共有財産。

であり，積極的に公表すべきものであるとの観点から，人員・予算・

コンピュータシステムを充実するとともに，製品事故・悪質業者名等

の情報公表の権限と手続を法律上明記すること

，② 特定商取引法や景品表示法等の消費者保護関係法の執行機関に対し

苦情相談情報に基づき，事業者規制・摘発や法制度の改善を勧告する

権限を付与するとともに，公正取引委員会もしくは内閣府の一部門と

して独立行政法人から国の行政機関に組織替えすること

③ 苦情相談機能を，地方消費生活センターからの問い合わせに対応す

る「経由相談」にとどまらず，消費者からの直接相談を受け付け，処

理する機能を維持・充実し，そのための人的体制を整えること

④ 消費者被害の紛争解決について，中立性・公正性及び信頼性の確保
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とともに，消費者紛争の特性に配慮した実効性のある行政型裁判外紛

争解決手続（以下「ＡＤＲ」という ）の機能を設け，解決内容を消費。

生活センターにおける苦情処理の指針として提供すること

⑤ 製品事故に関する原因究明テストの機能を強化し，設備・機器の導

入・拡充すること

⑥ 消費生活相談員及び消費者行政職員の資質の向上を図るため，相談

員・職員向け研修事業を大幅に拡充すること

第２ 理由

１ 国民生活センターとは

独立行政法人国民生活センターは，１９７０年に特殊法人として発足

。し，２００３年１０月，独立行政法人国民生活センターに組織変更した

現在１１０名余の職員が年間３３億３４００万円（２００６年度）の予

算規模で，消費生活に関する情報を収集し（全国の消費生活センターが

受け付ける苦情相談情報を，ＰＩＯ－ＮＥＴを通じて集約している ，国）

民への普及啓発，関係諸機関へ情報提供，苦情相談処理，消費生活相談

員養成講座，専門相談員試験，商品テストなどを実施している。苦情相

談処理については，近年は，直接相談を制限し，各地の消費生活センタ

ーからの問い合わせに対応する｢経由相談｣を中心に位置づけている。

２００４年に改正された消費者基本法及び２００５年に閣議決定され

た消費者基本計画において，消費者行政の中核的な機能を積極的に果た

すべきものとされている。

２ 独立行政法人の整理合理化計画

独立行政法人については 「行政改革の重要基本方針 （２００５年１， 」

２月２４日閣議決定）により，本年中に整理合理化計画を策定すること

が要請されている。さらに 「独立行政法人の整理合理化計画の策定に係，

る基本方針 （２００７年８月１０日閣議決定）は，いわゆる「ゼロベー」

スの見直し」と呼ばれる次の指針を示している 「独立行政法人の事務・。

事業及び組織の徹底的な縮減とその運営の効率化・自立化を図り，本計

画期間中に独立行政法人の廃止・民営化や独立行政法人向け財政支出の

大幅な削減といった目に見える成果を生み出す ，独立行政法人の事務・」

事業については 「真に不可欠なもの以外はすべて廃止する 。， 」

これを受けて，内閣府国民生活局長の私的懇談会である「国民生活セ

ンターの在り方等に関する検討会」が本年４月以降開催され，その審議
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をふまえて内閣府は本年９月２７日，同検討会の最終報告を公表した。

しかし，この最終報告は上記独立行政法人の整理合理化計画の枠内で

国民生活センターの将来像を模索するにとどまるものであって，あるべ

き消費者行政機構の一環としての同センターのあり方を検討するものと

しては決定的に不十分である。

３ あるべき消費者行政と国民生活センターの役割

（１）消費者行政の中核的機能を積極的に果たすべきとされる一方で，行

財政改革の対象となる独立行政法人としての国民生活センターについ

ては，国の消費者行政機構はどうあるべきか，その中で国民生活セン

ターをどのように位置づけるべきかが，鋭く問われる事態となってい

る。

（２）当連合会は，１９８９年９月の第３２回人権擁護大会において 「消，

費者被害の予防と救済に対する国の施策を求める決議」を採択した。

その決議では，消費者が事業者と対等の地位を回復するための消費者

法の制定と従来の縦割り行政・後追い行政の弊害を排除して，総合的

統一的な消費者行政を推進するため消費者庁の設置を求めた。この決

議から１８年間が経過した今日，この提言はますますその必要性を強

めている。

２００４年に改正された消費者基本法は，国や地方公共団体に，消

費者の権利の尊重及びその自立の支援その他の基本理念にのっとり，

（国の施策に準じて施策を講ずるとともに，当該地域の社会的，経済

的状況に応じた）消費者政策を推進する責務を有する旨（２，３，４

条 ，およびそのために「政府は，消費者政策の計画的な推進を図る）

ため，消費者政策の推進に関する基本的な計画を定めなければならな

い｣（９条１項）と定め，その計画にしたがって，消費者保護施策の

実施をなすべきことを明示した。

また，同法は，内閣府に，消費者基本計画の案を作成するほか，消

費者政策の推進に関する基本的事項の企画に関して審議するとともに，

消費者政策の実施を推進し，並びにその実施の状況を検証し，評価し，

及び監視する消費者政策会議を設置することおよびこの会議で消費者

基本計画の案を策定しようとするときは，国民生活審議会の意見を聴

かなければならない（２７条）と規定している。同会議の案に基づき，

２００５年４月に消費者基本計画が閣議決定された。

国民生活審議会は，消費者団体や専門家等からなる審議会であり，
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消費者の声が反映される配慮がなされている。

２００６年度から開始された同審議会での検討や，そのための政府

部内の関連各部局からの聴取，調整等の作業は，実際上，今後設立さ

れるべき消費者庁が担当することとなる消費者のための各種施策につ

いて省庁横断的にこれを検討・調整し，実現を図る場になっている。

当連合会は上記消費者基本法の改正や消費者基本計画の策定に際し

て意見書を公表し実現を求めてきたが，そこでもくりかえし国民生活

センターの機能の拡充と消費者庁の設立を求めてきた。

（３）国民生活センターは，このような政府・自治体がなすべき消費者の

ための諸施策を実施するにあたって，消費者被害の実態などを把握す

るセンサーとしての機能を求められている。各自治体の消費生活セン

ターや国民生活センターに寄せられる年間１３０万件余の苦情相談情

報等を分析，公表し，関係諸機関に提供してきたが，今後この機能を

より効果的に果たすことが求められている。

（４）また，他機関ではなし得ない公平中立的な商品テストや消費生活相

談員の養成も今後さらに充実していくことが求められる。

安心安全な生活用品，食品，住居等を確保するうえで，一定の予算

と人員を要する機動的な公的商品テストを行う機構の役割は，科学技

術が高度化し，社会が複雑となった今日，より一層重要である。

全国の消費生活センター等の行政相談窓口で，消費者と日常的に接

，し適切なアドバイスをなす消費生活相談員の質，能力，意欲を保持し

高めていくことは極めて重要である。どんな制度も誰が担うかによっ

てその成否は決まるのであり，養成・研修機能の充実は切実である。

４ 国民生活センターの不十分な現状

このような国民生活センターの果たすべき役割と現実のあり様を比べ

るとき，国民生活センターの現状は決して満足できるものではない。当

連合会としては，抜本的な改革によって，国民生活センターが緊急に生

みなおされるよう強く求めざるをえない。

第一に，消費者の正当な利益を実現するための施策を立案，促進する

センサーとしての機能を十分に果たしていると言えるだろうか。

年間１３０万件もの情報が寄せられているにもかかわらず，これを有

効に分析活用するとともに，消費者に迅速に提供して新たな被害の発生

を抑止することに有益な役割を果たしているとは評し難い。

第二に，全国の消費生活センターで相談処理にあたっている消費生活
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相談員にとって頼りになる情報センターたりえているだろうか。消費者

，からの直接相談を縮小し，経由相談を原則とする方針をとっているため

相談の現場に必要な情報を自ら収集して迅速的確に発信する機能が減退

していると指摘されている。

第三に，予算と人材及び施設が不十分であるため，地方の消費生活セ

ンターから原因究明テストを依頼されても商品テストに対応できないケ

ースが多発している。また，消費生活相談員の資質の向上に向けた研修

の拡充が強く求められているにもかかわらず，その要請に応じきれてい

ない実情がある。

第四に，国民生活センターに集約された情報を消費者保護の法執行や

法制度の改善に生かす具体的なシステムがない。公正取引委員会や経済

産業省等法執行機関との関係が整備されていないため，集約された情報

が十分活かされていない。

５ 国民生活センターの改革

このような現状認識に立って，当連合会は次の６点を提言するととも

に，前述した独立行政法人の見直しの方針の例外措置として，国民生活

センターの機能の充実を実現することを強く求めるものである。

（１）ＰＩＯ－ＮＥＴ機能のハード・ソフト両面の充実と情報公表権限・

手続を法律上明記すること

国民生活センターに寄せられる情報は，被害救済のために有効に

利用し，新たな被害の発生を防止するために役立てられるべきもの

である。

ところが，全国の消費生活センターが国民生活センターに消費者の

苦情，相談情報を送付する法律上の根拠が実は明確ではない。寄せら

れた苦情，相談情報を如何なる根拠と権限に基づいて公表し，関係機

，関や消費者等に開示するかについても法律上の規定を欠く。このため

国民生活センターは，開示・公表に対する事業者からのクレームに配

慮しながら開示・公表しているのが実情である。

このような現状では迅速かつ的確な開示・公表による情報の活用が

望めないのはやむをえない面がある。

そこで，まず，全国の消費生活センターの情報を国民生活センター

に集中させることの法的根拠を整備するべきである。また，これによ

って集められた苦情相談情報などを，新たな被害発生を少しでも早く

抑止するために，迅速に消費者に向け開示・公表することについて，
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国民生活センターの権限と手続を法律上明示する必要がある。また，

同センターが開示・公表したことに対して，事業者などから責任を問

われる余地が原則としてないことも法令上明示するべきである。

ＰＩＯ－ＮＥＴ情報を有効に収集・分析・利用するためにも，予算

面，人的資材面の制約から長期間にわたって更新されてこなかったＰ

ＩＯ－ＮＥＴのハードとソフト両面の抜本的改善を急ぐとともに，人

員と予算措置を講じる必要がある。個々の情報に字数制限があり，情

報源である地方の消費生活センターとの連携が十分でないなど，技術

的に容易に克服できるはずの問題点が放置されてきたことをふまえ，

早急に対処されるべきである。

（２）法執行機関への勧告権限と行政機関化

特定商取引に関する法律（特定商取引法 ・割賦販売法等を執行する）

経済産業省や私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律（独占

禁止法 ・不当景品類及び不当表示防止法（景品表示法）を執行する公）

正取引委員会など消費者保護関連行政機関の担当者には消費者被害の

詳細データが集まりにくく，他方，国民生活センターに集約された情

報が有効に法執行に生かされるシステムがない。

このため，国民生活センターの苦情処理の実効性があがらず，法制

度の改善に生かされるシステムも整備されていないため，法執行の迅

速性・的確性に不満が高まっている。

これを克服するため，国民生活センターは集約された消費者被害情

報に基づき，経済産業省や公正取引委員会などの執行機関に対して違

反・悪質事業者の規制摘発や法制度の改善を勧告する権限を付与する

べきである。

さらに，このような機能を独立行政法人にとどめるのでなく，公正

取引委員会もしくは内閣府の一部門として機構整備し，国の行政機関

にするべきである。それにより，消費者庁設立への大きな一歩となる

ことが期待される。

（３）直接相談・紛争解決機能の充実

国民生活センターは，苦情相談の受理を経由相談に限定する方針に

基づいて直接相談の受理を縮小限定してきた。しかし，消費者被害は

同種事案が広汎かつ多数にわたることを特色とする。各地の消費生活

センターで解決に苦慮する案件を迅速的確に処理する指針を提示する

ためにも，国民生活センターが直接相談を積極的に受理することが必

要不可欠である。多数の生々しい消費者相談に接することによっては
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じめて有効な解決の指針が生み出せることは，多くの事案に接してき

たほとんどの弁護士が実感をもって言えることである。

したがって，経由相談に限定する方針を撤廃し，積極的に直接相談

を受けることとして，そのための人的体制を整え，行政型ＡＤＲ機能

の活用に連結させていくべきである。

（４）行政型ＡＤＲ機能

消費生活センターや国民生活センターに寄せられた苦情・相談を迅

速適切に解決して，同種案件の解決の参考に供するとともに，その成

果を新しい被害の抑止に役立てることは国民生活センターの重要な役

割のひとつである。ところが，消費生活相談員や国民生活センターの

相談担当者が如何なる法律上の根拠に基づいて，個々の消費者と事業

，者との間に入って個別の紛議の解決を目指すのかについて，これまで

必ずしも明確ではなかった。消費者基本法１９条は，１項で地方公共

団体に「苦情の処理のあっせん等に努めなければならない」と定め，

同条３項で国及び都道府県は「事業者と消費者との間に生じた紛争が

専門的知見に基づいて適切かつ迅速に解決されるようにするために必

要な施策を講ずるよう努めなければならない 」と定めている。また，。

同法２５条は国民生活センターの役割のひとつとして「事業者と消費

者の間に生じた苦情の処理のあっせん」を定めている。

ところが，独立行政法人国民生活センター法（２００２年１２月施

行）には，この「苦情の処理のあっせん」を具体的にどう行うかにつ

いての定めがない。

そこで，国民生活センターのセンサー機能を充実し，国民の消費生

活に関する情報収集発信機能を果たす上でも，行政型ＡＤＲ機能を法

令上も明示してその充実をはかるべきである。

（５）商品テスト機能の充実

消費生活の安心・安全を確保するためには，真に公平・中立で誰

もが信頼できる機関による商品テストは必要不可欠である。ところ

が，地方自治体の商品テストの予算は大幅に削減されつづけている。

その意味で国民生活センターの商品テスト機能はますます重要にな

っている。したがって，機動的で公平・中立な信頼性のある商品テ

スト機能の充実が必要である。事業者やその団体に依存せず独立した

立場が確保されるべきである。外部の商品テスト機関とのネットワー

ク化を推進し，国民生活センターが行う原因究明テストをより機動的

にすることは必要としても，国民生活センターの商品テスト機能の充
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実のための予算と権限を確保することが重要である。

（６）研修機能の充実

地方自治体で消費者行政にかかわる公務員や消費生活センターの

相談員はいずれも任期付である。このため一定期間消費者問題にか

かわって，理解が深まったころに任から外れざるを得なくなるとい

うことが繰り返されており，資質の維持向上が切実な課題である。

また，近時の消費者トラブルは複雑化し解決が困難になっている。

他方，国民生活センターが実施する研修の受講を，消費生活センタ

ーの相談員が希望しても定員の都合で受けられない事態が多数生じ

ている。

このような事態をふまえると，国民生活センターにおける研修は

極めて重要であり大幅に拡充するべきである。

６ 国民生活センターのＡＤＲ機能のあり方

（１）基本的な視点

わが国では，２００４年に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関

する法律 （以下「ＡＤＲ促進法」という ）が制定され，本年４月１」 。

日から施行されている。同法の下では，民間紛争解決手続の利便の向

上を図るため認証制度が設けられ，公正で信頼できる民間ＡＤＲの拡

充・活性化を図るための基盤が整備されつつある。また，各地の弁護

士会で，既に総合的なＡＤＲ機関が設けられ，市民が直面する様々な

紛争解決に取り組んでおり，その一層の充実が期待されている。

このようなわが国のＡＤＲの現状からすると，今後は，消費者被害

の紛争解決においても，これらの民間ＡＤＲ機関を有効に活用し，そ

の拡充・活性化を図ることも重要であるといえる。

しかし，消費者問題の特性から，消費者行政の中核的機能を担う機

関として，消費者の権利の擁護に貢献する役割を担っている国民生活

センターにＡＤＲ機能を付与することにより，同センターを消費者の

権利救済に寄与させることは，消費者行政上有益である。

そこで，国民生活センターに行政型ＡＤＲ機能を付与する場合，そ

の制度上，上述の弁護士会ＡＤＲやＡＤＲ促進法の下での認証ＡＤＲ

機関との役割分担を明確にすべきである。

さらに，社会の隅々で生起している消費者被害紛争を公正・適正・

迅速に解決するためには，各地の弁護士会ＡＤＲとの相互補完を前提

として，双方が有している情報の提供・利用や国民生活センターの消
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費者相談等において，弁護士会ＡＤＲにより解決することが適切と考

えられる事件を弁護士会ＡＤＲに紹介する制度の導入など，その連携

を強化する方策を講じ，簡易かつ効率的に消費者の権利救済を図り得

る体制を備えることが必要である。

（２）中立性・公正性確保の措置

国民生活センターおよび都道府県の消費生活センターが，従来から

消費相談等を通じて消費者の苦情処理に成果を上げてきたものである

ことは，ＡＤＲ手続の中立性・公正性・信頼性と必ずしも整合しない

おそれもあり，その確保は特に重要となる。その見地からすると，制

度設計上，以下の点に配慮すべきである。ただし，事業者と消費者の

トラブルについては，両者の間には情報量，判断力その他について質

的・量的な差があるから，形式的な中立性・公平性ではなく，実質的

な中立性・公平性の確保を図られなければならない。

① 苦情処理を含む消費者相談業務と新たに設ける紛争解決業務を，

中立性を確保するため，制度的・手続的に分離し，明確に区別する

こと

② 新たに設ける紛争解決業務の手続実施者については，専門性を確

保するため，消費生活相談員が担当することが相当であるが，相談

業務を担当した者は，同一紛争につき，手続実施者とはならないよ

うにすること

③ その手続の適法性・公正性を確保するため，手続実施者として，

弁護士の関与を条件とし，最低限，弁護士が法的問題につき，適時

に助言できる態勢を整えておくこと

（３）実効性確保の措置

国民生活センターや都道府県に設定する行政型ＡＤＲ機能は，年間

１０件足らずの案件を時間と人材をかけて処理するようなものにとど

まるべきではない。

民間ＡＤＲや裁判所では果たしえない，多量少額の紛争を迅速・適

切に解決し，その成果を全国の消費生活センターなどでも解決指針と

して使うことができるようにしなければならない。また，消費者が気

軽に苦情を持ち込むことができる一方で，ここに持ち込めば公平で迅

，速な解決が期待できるという制度的保障も必要である。そのためには

事業者が，このあっせん・調停の申立に応じて，その手続に協力する

べきことを法令上明確にする必要がある。

このような観点から当連合会は，国民生活センターだけでなく都道
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，府県にも行政型ＡＤＲを設置するべきであることを提言するとともに

次の６点に配慮するよう求める。

① 消費者は事業者とのあらゆる紛争について，都道府県の消費生活

センターを通した紛争処理委員会や，国民生活センターに，あっせ

ん・調停・仲裁を申し立てることができることとする。

これは，行政型ＡＤＲが取扱事件を選ぶのではなく，消費者に申

立権限を認めて，多くの事件を受理し，取り扱うことを明示するも

のである。これによって，多数の案件を国民生活センターが扱う基

盤を整備し，前述した消費者問題についてのセンサー機能の充実を

図る前提となる体制整備を求めることになる。

② 都道府県の紛争処理委員会との役割分担

国民生活センターは複数都道府県にかかわる案件を扱うことを原

則とするが，消費者が合理的理由に基づいて直接国民生活センター

で取り扱うことを求める場合にも取り扱うこととする。なお，各都

道府県における同種ＡＤＲの機構整備ができるまでは，国民生活セ

ンターのＡＤＲ機能の地域管轄の制限は一切認めるべきではない。

③ あっせん・調停の簡易な申立と時効中断並びに迅速処理の追求

多くの消費者は早期解決を期待しており，あっせん・調停期日の

日程調整に手間取るようではその調停機能は十分に果たし得ない。

消費者の申立も限定的なものにとどまってしまうであろう。

高齢者や外国人の申立はもちろん，一般消費者の申立を想定すれ

ば，担当者が相談内容を書きとめ，これを相談者が確認したことを

。もって，あっせん・調停の申立があったこととしなければならない

。また，この受理手続によって時効の中断の効力を認めるべきである

受理された事件についてのあっせん・調停は，前記中立性・公正

性確保の措置を講じた上で，原則として消費生活専門相談員・消費

生活コンサルタント等一定の資格を有する者（なお，将来，弁護士

の増加が見込まれるので，弁護士）が担当することを原則とし，迅

速な処理を追求する。勿論，事案が複雑・困難であったり，高度に

専門的な知見を要する事案や仲裁においては，専門的知識を有する

学者や弁護士の参加・協力の下，適正処理を期すべきである。

④ 事業者の手続協力義務

せっかく行政型ＡＤＲを設置しても，この手続に事業者が協力し

ないようでは，効果的な役割は期待できない。

あっせん・調停の申立があったとき，事業者は相応の立場の職員
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又は代理人たる弁護士を出頭させる義務があることを明示すべきで

ある。また，あっせん・調停担当委員の文書による資料提出の指示

。があった場合，これに応じる義務があることも明示する必要がある

⑤ あっせん・調停の結果，成果の公表，開示

，事業者が手続に非協力であったことや不誠実であったという事実

合理的解決ができたことなどを公表することで，同種事案の解決や

紛議の抑止に役立てることができるようにするべきである。

⑥ 弁護士会ＡＤＲとの連携の強化

消費者被害紛争を，公正・適正かつ迅速に解決するため，弁護士

会ＡＤＲとの相互補完を前提とした，情報提供，事件紹介等の連携

を強化するべきである。

７ 国民生活センターは，消費者の正当な権利の確立のために極めて重要

な機構である。しかし，現時点においてさえ，限られた予算や人員のな

かで，その果たすべき役割を十分に担っているとは評し難いにもかかわ

らず，さらに，独立行政法人の整理合理化計画の中で，その機能を縮小

していくことには，反対の意見を述べざるを得ない。

当連合会は消費者の正当な権利の確立のため，消費者庁の設立を視野

に置き，当面は国民生活センターの機能の確保，充実を図るため関係諸

機関と協力して今後も尽力する所存である。そのためにも頭記提言の実

現を強く求めるものである。

以 上


